
シ
ョ
ン
も
得
意
分
野
の
一
つ
で
す
。
そ
こ
で
今
回
の
「
ア
メ
リ
カ
ヤ
」。「
ア

メ
リ
カ
ヤ
」は
今
も
昔
も
、訪
れ
る
た
び
ワ
ク
ワ
ク
さ
せ
て
く
れ
る
建
物
で
す
。

「
絶
対
に
壊
し
た
く
な
い
」「
壊
し
て
は
い
け
な
い
」と
思
い
続
け
て
い
ま
し
た
。

だ
か
ら
「
ア
メ
リ
カ
ヤ
の
フ
ル
リ
ノ
ベ
」
は
私
の
夢
の
一
つ
だ
っ
た
の
で
す
。

　
「
ア
メ
リ
カ
ヤ
を
リ
ノ
ベ
し
た
い
」
と
口
に
し
続
け
て
い
た
あ
る
日
、
知
人

の
紹
介
で
オ
ー
ナ
ー
の
息
子
・
三
男
さ
ん
に
お
目
に
か
か
れ
る
こ
と
に
。
お

会
い
し
て
み
る
と
三
男
さ
ん
は
ビ
ル
の
管
理
に
非
常
に
お
困
り
の
様
子
で
し

た
。
し
か
し
、
そ
の
ビ

ル
は
親
が
建
て
た
も
の

で
あ
り
、
長
い
間
居
住

し
て
き
た
住
ま
い
。「
中

途
半
端
に
ビ
ル
を
貸
せ

な
い
」
と
い
う
想
い
を

も
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
し
た
。
で
も
、
ビ
ル

　
高
校
生
の
頃
、
駅
の
ホ
ー
ム
か
ら
ず
っ
と
気
に
し
て
い
た
ビ
ル
が
あ
り
ま

し
た
。
そ
の
ビ
ル
の
名
前
は
「
ア
メ
リ
カ
ヤ
」
と
い
っ
て
、
韮
崎
駅
前
商
店

街
の
シ
ン
ボ
ル
的
存
在
。
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
が
有
名
で
、
２
階
の
喫
茶
店

は
“
地
元
の
人
な
ら
み
ん
な
一
度
は
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
よ
う
な
お
店
”
で

し
た
。
も
ち
ろ
ん
私
も
利
用
し
て
い
ま
し
た
。

　
15
年
前
、
そ
の
ビ
ル
の
オ
ー
ナ
ー
・
星
野
貢
さ
ん
が
亡
く
な
り
、「
ア
メ
リ

カ
ヤ
」
は
惜
し
ま
れ
な
が
ら
閉
鎖
。
そ
れ
か
ら
は
ず
っ
と
空
き
ビ
ル
の
状
態

で
し
た
。
ど
ん
ど
ん
老
朽
化
し
て
い
く
様
子
を
他
人
事
に
し
て
眺
め
て
い
る

こ
と
は
難
し
く
…
「
ア
メ
リ
カ
ヤ
を
リ
ノ
ベ
し
た
い
！
」
と
願
い
を
口
に
し

続
け
て
い
ま
し
た
。

　
私
が
代
表
を
つ
と
め
る
「
イ
ロ
ハ
ク
ラ
フ
ト
（IRO

H
A

 C
RA

FT

）」
は
、

ず
っ
と
大
切
に
住
み
継
が
れ
る
住
ま
い
づ
く
り
を
大
切
に
し
て
い
ま
す
。
山

梨
県
は
全
国
空
き
家
率
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
の
都
道
府
県
で
す
。
古
く
な
っ
た
り
、

使
わ
れ
な
く
な
っ
た
も
の
を
見
て
見
ぬ
振
り
し
た
り
、
壊
し
た
り
す
る
の
で

は
な
く
、
直
し
た
り
、
磨
い
た
り
し
て
、
価
値
を
創
造
す
る
よ
う
な
リ
ノ
ベ
ー

　
　
　
　
　
株
式
会
社
ア
ト
リ
エ
い
ろ
は
一
級
建
築
士
事
務
所
　

　
代
表
取
締
役
　
千
葉 

健
司

50
年
間
愛
さ
れ
て
き
た
ビ
ル
を

再
び
、ま
ち
の
シ
ン
ボ
ル
的
存
在
に

アメリカヤ看板
50 年間愛され続けてきた街のシンボルが再び動き出します

イロハメンバー
まずは自分たちが楽しみながら！

リノベを進めています。
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へ
の
強
い
想
い
や
愛
着
は
私
も
同
じ
で
す
（
笑
）。
壊
し
て
は
い
け
な
い
と
い

う
こ
と
、
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
の
高
い
建
物
で
あ
り
、
も
う
一
度
面
白
く
な
る
だ

ろ
う
と
い
う
こ
と
、
自
分
が
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
使
命
感
を
感
じ
て

い
る
こ
と
な
ど
を
伝
え
ま
し
た
。
す
る
と
、
私
の
話
を
聞
い
て
く
れ
た
三
男

さ
ん
が
、
喜
ん
で
く
れ
ま
し
た
。
こ
れ
が
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
い
て
、

私
が
最
も
テ
ン
シ
ョ
ン
の
上
が
っ
た
始
ま
り
の
瞬
間
で
す
。

　
２
０
１
７
年
９
月
に
リ
ノ
ベ
が
決
定
し
、同
年
11
月
着
工
。
い
ざ
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
を
始
め
る
と
、
予
想
以
上
に
多
く
の
人
が
「
ア
メ
リ
カ
ヤ
」
に
注
目
し

て
く
れ
ま
し
た
。
50
年
前
に
建
て
ら
れ
、15
年
間
手
入
れ
を
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
ビ
ル
は
、
あ
ち
こ
ち
傷
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
、「
間
違
い
な
い
」
の

直
感
は
当
た
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
屋
上
の
看
板
や
八
ヶ
岳
と
富
士
山
の

両
方
を
望
む
景
観
、
螺
旋
階
段
や
、
壁
を
取
っ
払
っ
た
ら
出
て
き
た
カ
ラ
フ

ル
な
窓
ガ
ラ
ス
な
ど
色
々
な
も
の
が
関
係
者
を

ワ
ク
ワ
ク
さ
せ
て
く
れ
ま
し
た
。
中
で
も
、
地

下
水
。「
ア
メ
リ
カ
ヤ
」
の
ビ
ル
の
地
下
か
ら

湧
き
出
て
い
る
地
下
水
脈
が
ま
だ
生
き
て
お
り
、

水
質
検
査
を
し
て
み
る
と
非
常
に
お
い
し
い
軟

水
だ
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。「
水
を

使
っ
て
ほ
し
い
」
と
の
オ
ー
ナ
ー
ご
家
族
の
想

い
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
水
を
使
っ
て
、
再
び

人
を
喜
ば
せ
る
何
か
が
動
き
出
す
こ
と
を
想
像

す
る
と
嬉
し
く
な
り
ま
す
。

　
「
ア
メ
リ
カ
ヤ
」
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
色
々
な

人
の
想
い
が
集
ま
っ
た
も
の
に
な
り
ま
し
た
。

１
階
は
カ
フ
ェ
、
２
階
は
弊
社
が
管
理
す
る

シ
ョ
ッ
プ
。
Ｄ
Ｉ
Ｙ
に
関
す
る
グ
ッ
ズ
の
展
示

&
販
売
、
工
具
の
貸
し
出
し
や
D
I
Y
の
レ

ク
チ
ャ
ー
な
ど
を
行
い
ま
す
。
３
階
は
貸
店
舗
。

本
屋
や
レ
コ
ー
ド
屋
、
写
真
館
な
ど
こ
こ
で
し

か
出
会
え
な
い
個
性
的
な
シ
ョ
ッ
プ
が
集
ま
り

ま
す
。
４
階
は
弊
社
の
事
務
所
で
す
が
、
５
階

は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ス
ペ
ー
ス
。
駅
で
電
車
を
待
つ
人
や
韮
崎
駅
前
を
訪
れ
る

人
な
ど
、
た
く
さ
ん
の
人
に
自
由
に
使
っ
て
も
ら
い
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

「
こ
う
し
た
ら
面
白
い
か
な
？
」
と
ワ
ク
ワ
ク
し
な
が
ら
図
面
を
引
き
、
ワ
ク

ワ
ク
し
な
が
ら
今
も
工
事
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
想
像
通
り
か
そ
れ
以
上
に
、「
ア
メ
リ
カ
ヤ
」
は
人
を
惹
き
つ
け
る
魅
力
が

あ
る
建
物
で
し
た
。
人
を
よ
ぶ
魅
力
が
あ
る
建
物
に
は
、
人
を
よ
ぶ
魅
力
が

あ
る
人
た
ち
が
そ
の
空
間
の
オ
ー
ナ
ー
に
な
り
た
い
と
名
乗
り
を
あ
げ
て
く

れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
、「
ア
メ
リ
カ
ヤ
」
を
“
た
だ
オ
シ
ャ
レ
な
だ
け
の

な
に
か
”
で
終
わ
ら
せ
る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
が
高
校
生
の
頃
か
ら

憧
れ
続
け
て
い
る
「
ア
メ
リ
カ
ヤ
」
の
よ
う
に
、
老
若
男
女
が
気
軽
に
集
え

る
場
所
に
し
た
い
。
地
域
の
人
が
「
行
っ
た
こ
と
あ
る
よ
」
と
笑
い
合
い
、

戻
り
た
く
な
る
、
何
度
で
も
行
き
た
く
な
る
場
所
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
願
い

ま
す
。
そ
れ
が
、
こ
の
エ
リ
ア
を
元
気
に
す
る
ス
パ
イ
ス
に
な
る
と
信
じ
て

い
ま
す
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
同
じ
課
題
を
抱
え
る
商
店
街
で
の
モ
デ
ル

に
な
り
、
こ
こ
だ
け
で
は
な
く
あ
ち
こ
ち
で
、
古
き
良
き
街
並
み
を
蘇
ら
せ

ら
れ
る
よ
う
な
ワ
ク
ワ
ク
す
る
仕
掛
け
が
広
が
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
ア
メ
リ
カ
ヤ
」
は
４
月
に
オ
ー
プ
ン
し
ま
す
。
色
々
な
人
に
支
え
ら
れ
、

色
々
な
人
が
「
一
緒
に
盛
り
上
げ
て
い
こ
う
」
と
寄
り
添
っ
て
く
て
い
れ
る

こ
と
を
日
々
感
じ
て
い
ま
す
。
ず
っ
と
ワ
ク
ワ
ク
を
与
え
続
け
ら
れ
る
場
所

で
あ
る
た
め
に
、
コ
ン
テ
ン
ツ
も
充

実
さ
せ
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ

ん
。
僕
た
ち
イ
ロ
ハ
ク
ラ
フ
ト
は
、

建
築
を
通
し
て
「
想
い
」
を
つ
な
ぐ

お
手
伝
い
を
す
る
こ
と
を
理
念
に
掲

げ
て
い
ま
す
。「
ア
メ
リ
カ
ヤ
」
と
い

う
街
の
シ
ン
ボ
ル
的
ビ
ル
の
フ
ル
リ

ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
、
人
と
人

が
つ
な
が
り
、
人
と
街
が
つ
な
が
り
、

商
店
街
に
再
び
た
く
さ
ん
の
人
を
呼

び
戻
す
大
き
な
「
想
い
」
と
し
て
膨

ら
ん
で
い
く
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

工事中は殺風景。
ここはカフェに生まれ変わる

26 項目の水質基準値をほぼ 1/10
以下でクリアしたおいしい水です。

アメリカヤは 2018 年 4 月オープン。
完成をお楽しみに！
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　評価替えとは、３年ごとに固定資産の評価額を見直すことです。

固定資産税は固定資産が持つ資産価値に着目して課税するものです。

　したがって、毎年度評価替えを行い、その結果をもとに課税していくことが本来は理想的ですが、膨大な量の土地、家屋に

ついて毎年度評価を見直すことは事実上不可能です。また、課税事務の簡素化、徴税コストの低減を図る必要もあります。

　そこで、土地と家屋については原則として３年間評価額を据え置く、言い換えれば３年毎に評価額を見直す制度がとられてい

ます。前回の評価替えが平成２７年度でしたので、次の評価替えは平成３０年度となり、現在、各市町村で作業を進めていると

ころです。

　なお、第２年度（評価替え年度の翌年度）、第３年度（評価替え年度の翌々年度）において地価の下落があり、価格を据え

置くことが適当でないときは、簡易な方法により評価額を修正できることになっています。

　平成３０年度の土地の評価額については、平成２９年 1 月 1 日を価格調査基準日として評価替えを行います。

　しかしながら、宅地の場合、市町村長がこの価格調査基準日以降も地価が下落していると認める地域については、価格調査

基準日（平成２９年１月１日）から平成２９年７月１日までの半年間の地価の下落状況を評価額に反映することができる措置（下

落修正措置）が講じられます。

　なお、土地に係る固定資産税は、地価が下落しているのに、土地の税額が上がる場合があります。これは、土地の評価額

が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇はゆるやかなものになるよう、課税標準額を徐々に是正する負担調整措置が

講じられています。地価が下落する中で税負担が上昇する土地は、本来の課税標準額に比べて、現在の課税標準額が低いた

め負担調整措置により本来の課税標準額に向けた是正過程にあるものです。

平成 30年度に固定資産の評価替えがあると聞きましたが、評価替えとは何ですか。
また、最近は地価が下落していますが、こうした地価の変動は固定資産税の評価額に
反映されるのですか。

Q
Question

A
Answer

自治 Q&A お答えします！ Q&A
Question & Answer

自  治



やまなし31

　基金をめぐる議論としては、近年、市町村の基金残高が増加していることから、各地方自治体の基金残高の増加要
因を分析し、国・地方を通じた財政資金の効率的配分に向けて、地方財政計画への反映につなげようという議論が
あります。

　一方では、地方自治体の基金は、長期的視野を持って財政運営を行う中で、地域の実情も踏まえ、景気の変動や人口減少に伴
う税収減、公共施設等の老朽化対策や災害への対応、社会保障関係経費の増大などの状況に備えるため基金の積立を行ってお
り、また、多くの地方自治体では積立の財源を行政改革や経費の節減等により捻出している状況から、基金残高の増減は、様々
な課題を抱える地方自治体が、自らの判断に基づき安定的な財政運営を行った結果として尊重されるべきものという議論も
あります。
　今後も基金について様々な議論が交わされると思われるため、その動向には注意が必要ですが、基金については、各地方自
治体が真に必要な事業を適切に実施できる環境を整備し、議会・住民への説明責任をしっかり果たしていくことがより重要
になります。　出典：今後目指すべき地方財政の姿と平成30年度の地方財政への対応についての意見　（平成29年12月12日　地方財政審議会）

　平成 18 年度末と平成 28 年度末の県内市町村の基金残高を比較すると、平成 18 年度末は 99,468 百万円であ
り、平成 28 年度末は 151,500 百万円となり、52,032 百万円増加しています。
このうち、財政調整基金は 25,268 百万円、減債基金は 3,373 百万円、特定目的基金は 23,391 百万円増加して

います。　　　　　　　　　　　　出典：基金の積立状況等に関する調査結果・調査個別データ（平成 29 年 11 月　総務省自治財政局）

　財政調整基金の積立て理由は、回答数が多い順に、社会保障関係経費の増大（18）、公共施設等の老朽化対策等に係る
経費の増大（14）、人口減少による税収減、普通交付税の合併算定替による特例措置の適用期限終了（11）となっています。
　また、特定目的基金の使途等については、回答数が多い順に、庁舎以外の公共施設の整備（65）、教育振興（41）、農
林水産業振興（36）、高齢者対策（35）となっています。
　さらに、基金積立ての方策等については、平成 18 年度から平成 28 年度の間に対前年比で基金が増加した場合に、そ
の財源をどのように確保したかについては回答数が多い順に、税収如何にかかわらず、行革、経費節減等により捻出した
額（21）、歳出の不用額（17）、予算見込みを上回った税収（11）となっています。
　以上のことから、将来の歳出増及び歳入減を見込んで、行政改革や経費節減等により財源を捻出し、基金に積立ててい
ることがわかります。    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ※　括弧内の数字は、市町村の回答数（複数回答）

県内市町村の基金残高の状況を教えてください。

基金をめぐりどのような議論があるのか教えてください。

Q

Q

Question

Question

A
Answer

A
Answer

Q u e s t i o n  &  A n s w e r

平成28年度末 平成18年度末 増減額 増減率
基金残高 151,500 99,468 52,032 52.3%

13市 104,087 67,979 36,108 53.1%
14町村 47,413 31,489 15,924 50.6%

（内訳）
平成28年度末 平成18年度末 増減額 増減率

財政調整基金 58,079 32,811 25,268 77.0%
13市 37,276 22,125 15,151 68.5%
14町村 20,803 10,686 10,117 94.7%

減債基金 13,383 10,010 3,373 33.7%
13市 8,365 5,175 3,190 61.6%
14町村 5,018 4,835 183 3.8%

特定目的基金 80,038 56,647 23,391 41.3%
13市 58,446 40,679 17,767 43.7%
14町村 21,592 15,968 5,624 35.2%

単位：百万円
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ラスパイレス指数について教えてください。Q
Question

A
Answer

　ラスパイレス指数とは、国家公務員行政職俸給表（一）の俸給月額を１００とした場合における地方公務員一般
行政職の給与水準を示すものになります。
　ラスパイレス指数の算出方法は、職員構成を学歴別、経験年数別に区分し、地方公共団体の職員構成が国の

職員構成と同一と仮定して算出するものであり、地方公共団体の仮定給料総額（地方公共団体の学歴別、経験年数別の
平均給料月額に国の職員数を乗じて得た総和）を国の実俸給総額で除して得る加重平均になります。

Q u e s t i o n  &  A n s w e r

（大学卒）

経験年数
職員数（人）

国
Ａ

平均俸給（給料）月額（百円） Ａ×Ｂ
（百円）

Ｄ

Ａ×Ｃ
（百円）

Ｅ
国
Ｂ

対象団体
Ｃ

1年未満 1,139 1,772 1,770 2,018,308 2,016,030 
1年以上  2年未満 1,296 1,816 1,840 2,353,536 2,384,640 
2年以上  3年未満 1,930 1,877 1,910 3,622,610 3,686,300 
3年以上  5年未満 5,107 1,988 2,026 10,152,716 10,346,782 
5年以上  7年未満 6,083 2,155 2,190 13,108,865 13,321,770 
7年以上10年未満 8,929 2,408 2,426 21,501,032 21,661,754 

10年以上15年未満 14,322 2,847 2,824 40,774,734 40,445,328 
15年以上20年未満 11,949 3,409 3,339 40,734,141 39,897,711 
20年以上25年未満 9,349 3,909 3,741 36,545,241 34,974,609 
25年以上30年未満 7,308 4,237 4,060 30,963,996 29,670,480 
30年以上35年未満 3,725 4,395 4,305 16,371,375 16,036,125 
35年以上 743 4,453 4,526 3,308,579 3,362,818 

計 F G
71,880 221,455,133 217,804,347 

（短大卒）

計 H I
14,795 47,597,237 47,358,944 

（高卒）

計 J K
70,529 242,662,928 238,870,033 

（中学卒）

計 L M
153 516,717 527,095 

【ラスパイレス指数計算例】 【県内市町村ラスパイレス指数】

　地方公共団体の給与は、地方公務員法第２４条に規定されている均衡の原則によ
り、国家公務員の給与等を考慮して定められるべきものです。
　右表は県内市町村のラスパイレス指数（H29.4.1）になります。かつては、１００を超
えていた団体もありますが、団体の適正化に向けた取り組みにより改善が図られ、現在
では１００を超えている団体はありません。
　各市町村においては、今後とも適正な水準が維持できるよう留意していく必要があり
ます。

ラスパイレス指数＝　　　　　　　　×100Ｇ＋Ｉ＋Ｋ＋Ｍ
Ｆ＋Ｈ＋Ｊ＋Ｌ

　　　　　　　　＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×100217,804,347 + 47,358,944 + 238,870,033 + 527,095
221,455,133 + 47,597,237 + 242,662,928 + 516,717

　　　　　　　　＝ 98.50232 ＝ 98.5（小数点以下第２位四捨五入）

団体名 H29.4.1
甲 府 市 99.0 
富 士 吉 田 市 99.3 
都 留 市 97.5 
山 梨 市 97.9 
大 月 市 95.6 
韮 崎 市 98.7 
南アルプス市 99.4 
北 杜 市 99.1 
甲 斐 市 97.4 
笛 吹 市 98.2 
上 野 原 市 95.9 
甲 州 市 94.6 
中 央 市 97.4 
市 川 三 郷 町 96.4 
早 川 町 97.1 
身 延 町 94.9 
南 部 町 94.6 
富 士 川 町 97.9 
昭 和 町 93.9 
道 志 村 96.8 
西 桂 町 93.6 
忍 野 村 92.9 
山 中 湖 村 92.9 
鳴 沢 村 96.5 
富士河口湖町 95.9 
小 菅 村 89.2 
丹 波 山 村 96.4 

市 98.1 
町 村 95.5 
市 町 村 97.5 
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　平成 28 年度に山梨県市町村振興協会の助成金を活用して、市町村職員が
自主的・主体的に行った計６団体の調査研究事業のうち、３団体を紹介いたし
ます（他 3 団体については 29 年 9 月号に掲載）。

市町村調査研究事業

研究の経緯
　本市の総合戦略の基本目標を主軸として、例年実
施している各事業（イベント）の効果を調査分析し、イ
ベントを通じて更に本市の魅力を積極的に発信するこ
とにより、市内に人を呼び込み、交流人口増から社会
増への転換に繋げられるような人口減少対策の方策
について調査研究を行った。

若い世代への意向調査・周知方法について
　既存のイベントに対する市民の参加状況の把握、
認知方法、需要などを若い世代を中心に調査したと
ころ、長年行われているイベントへの参加が多数を占
め、参加しない理由としては“知らない”という回答が
多かった。また、各イベントに出向き、参加者へのアン
ケートを実施したところ、満足度は高かったことから今
後はどのように“周知していくか“が課題として浮き彫
りになっていく。
　その中で部数に限りのある、広報やチラシ等の高
価な媒体と比べて、「いつでも」、「だれでも」、「ど
こにいても」アクセスが可能で拡散力が高く、安価な
SNSは、若い世代をターゲットに周知するためには有
効な手法だと考える。

イベントの提案
　全てのイベントは概要、コンテンツ、管理、効果と結

果、責任、成果といった共通する６つの構成要素から
できており、この要素に沿うことで一貫性のあるイベン
トの制作が可能となる。
　他市町村でイベントを主催している自治体職員や
民間事業者との意見交換、行政管理講座の受講を踏
まえ、私たちは「３０歳の成人式」を企画した。企画し
たイベントにおいては、「現在県外へ就職している人
たちに向けて情報交換の場を提供し、Uターンのきっ
かけ作りを行う」、「地元で働いている人とのマッチン
グの機会を作る」、「30歳という節目で自分自身を見
つめ直す」ことを目的として作成した。

管理職への提案、意見を踏まえての考察
　管理職からは「SNSによるアプローチはターゲッ
トを絞りやすく、興味のある情報にたどりつきやすい
ため、今後の広告費用に検討していく必要がある」、
「30歳の成人式はある節目に自分を振り返る機会を
提供することは、わが市の特色のある新鮮な切り口に
よるアイデアが肝要で日々磨く必要を感じた」との意
見をいただいた。
　今回は職員提案プロジェクトチームとして、「イベ
ント×人口減少」というテーマで調査研究や提案を行
うことが主となっていたが、私たちは「３０歳の成人式
の実現に向けて引続き活動を継続していきたいと考
える。

富士吉田市

「富士吉田市職員提案プロジェクトチームイベント事業班」
まちづくり部ふるさと納税推進室　長坂　僚太

人口減少等の課題に対する
方策の調査研究について
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本市では市長が提唱する「チーム韮崎」の理念
の下、「子育てするなら韮崎市」を合言葉に子

育て支援に力を入れており、韮崎駅前の市民交流セ
ンター「ニコリ」内にある子育て支援センター（にら
ちび）の活動などは、内外を問わず高く評価をいただ
いているところであります。
　しかし子育て支援に関する施策は、福祉・教育・
保健・医療など多分野に亘るため、ライフステージに
よって支援者が変わり、連携が途切れやすい傾向にあ
ります。特に発達障害児に対する支援に関しては、障
害の見立てが難しいことや、周囲からの理解が得られ
にくいことから、多くの支援者を悩ませてきました。
　そのような背景の中、平成26年に「韮崎市発達障
害児支援連携会議」（以下「会議」）を立ち上げ、各
分野の支援者が一堂に会し話をすることで、連携が取
りやすい土壌ができました。その一方で、課題の解決
に関しては方向性が見いだせない状況にあったため、
会議の主要メンバーを中心に研究会を立ち上げ、山
梨英和大学の小林真理子教授をアドバイザーに迎え
て、課題の抽出や、より良い支援・連携のあり方を探
ることとしました。
　初めは、これまでの会議の議事録や各支援者が保

有する情報を分析し、詳細な現状把握に努めました
が、個人情報保護法の壁から具体的な情報が集まら
ず、連携の難しさを再認識する出だしとなりました。し
かし、14回に渡る研究会を重ねていくにつれて、必要
なことが徐々に見え、特に現状分析から発達障害児は
虐待を受けるリスクが高いこと、アドバイザーから必要
かつ効果的な連携方法や会議のあり方を学んだこと、

「NPO法人ちびっこはうす」職員との意見交換から、
今後は民間も交えた連携が不可欠と感じたことなど、
貴重な経験になりました。また、これらを基に会議の場
を要保護児童対策地域協議会の実務者会議に移し、
虐待防止の視点や個人情報の問題に対応したこと、
保育現場での個人情報の提供に関する保護者同意
の徹底、支援者研修の充実など、その後の施策に結
びつけることができました。
　今回の研究を通じ、限られた条件の中で成果を挙
げるには、文字通り市が一つの「チーム」として横の
連携を強化する必要があること、それをメンバー全員
で実感できたことが最大の成果だったと考えていま
す。この経験を平成30年度に開設される「韮崎すくす
く子育て相談センター」（子育て世代包括支援セン
ター）との連携にも活かして行きたいと思います。

韮崎市

 「韮崎市発達障がい児支援連携研究会」
　福祉課　早川　洋

発達障がい児に対する支援と
それに必要な連携に関する
研究について
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甲州市の南東部に位置する大和地域は、甲府盆
地の最東端に位置し総面積の約９割を山林が

占める山村で過疎地域に指定されています。市の人
口ビジョンでは、大和地域は今後３０年間で５００人余
りが減少し、高齢化率は４０％を超える高い水準で推
移していくことが予想されています。現在においても、
就業や就学、立地の関係から若者が地域外に移住す
る傾向が強く、地域内における生活機能が低下しつ
つあり集落の維持が困難になっている地区も出てきて
います。
　一方で、交流人口は年々増加傾向にあり、昨今の
健康志向や登山ブームの影響を受け大菩薩嶺、小
金沢連嶺への登山が人気を博しており、多くの観光
客にお越しいただいている状況となっています。また、
ハイシーズンには、山岳観光地への交通拠点である
ＪＲ甲斐大和駅周辺が交通機関を待つ観光客で混雑
し大変な賑わいをみせる場面もあります。このような
状況を受けて地域では、更なる誘客と地域資源の発
信を目的として、大菩薩嶺、小金沢連嶺を「甲州ア
ルプス」 の愛称で呼び普及させる取り組みも行われ
ています。

　これら地域の状況を踏まえる中で、観光客へのお
もてなしと誘客促進を図る方策を検討するため、地
域出身の若手職員を中心とするメンバーでグループを
結成し調査研究事業を実施しました。
　調査研究では、観光客のニーズを把握するための
アンケート調査に始まり、山岳観光地への交通拠点
であるＪＲ甲斐大和駅周辺の状況調査、山岳観光を
推進している地域への視察、地域で観光業に携わっ
ている方を招いての勉強会を行う中で課題の整理を
行いました。また、より実行性の高い方策を検討する
ため、課長職の職員を講師に招き課題解決に導くた
めの手法や事業の立案のプロセスについても研究を
行い、実現性や費用対効果を踏まえる中で、駅周辺
の整備に関する提言をまとめ、市及び地域のまちづく
り組織に提案を行いました。
　調査研究事業を通じて、来訪者のニーズや諸々の
課題を把握できたことは大変意義のある活動であった
と実感しています。今回の活動が市の事業や地域住
民の新たな取り組みに繋がるよう期待するとともに、
活動の中で得た経験や成果を今後の業務や地域活
性化への取り組みに活かして行きたいと思います。

甲州市

「大和町活性化プロジェクトチーム」
福祉課　佐藤　希

過疎地域における地域資源の
利活用とおもてなし体制に
関する研究

①助成対象 単独または複数の市町村職員で構成する調査
研究グループ（市町村長等から推薦がある 4
人以上の調査研究グループ）

②対象事業 市町村職員が行う調査研究事業（対象事業の
テーマは問いません）

　

③助成対象経費 事務費、アンケート・聞き取り実施に伴
う経費、検討会費、旅費交通費、アドバ
イザー謝礼、報告書印刷費等

④助成額 助成対象経費の全額（30 万円限度）
⑤助成期間 原則単年度。継続事業にあっては最大限

2 年間

市町村調査研究事業の紹介
市町村職員が自主的、主体的に実施する調査研究事業に対し、次のとおり助成を行います。
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県と市町村、また、市町村間において職員交流が盛んに行われています。
今回は、市町村から県へ派遣され活躍している皆さんに登場していただき、近況を紹介していただきました。

から こんにちは県 町 村市  がんばっていま～す。

　
　

市町村課
地域振興担当
中込 孝夫
（南アルプス市）

市町村課
財政担当
依田 拡樹
（中央市）

中部横断自動車道
推進事務所
工務課
藤野 陽介
（身延町）

　平成 29 年 4 月から、南アルプス市より研修生として総務部市町村課にてお世話になっております。当初は不
安や緊張などもありましたが、振り返れば内容の濃いあっという間の 1年だったと感じています。
　私は地域振興担当として、主に電源立地地域対策交付金に関する業務や地域活性化センターの助成事業に関
する業務などを担当させていただいており、また平成 29 年 11 月に行われた「県民の日記念行事・市町村とき
めき広場」の運営を行いました。
　電源立地地域対策交付金は、道路整備などのハード事業のみならず、図書館や公有バスの運営などのソフト事
業を含め、幅広い事業が対象となります。そのため、市町村から提出される書類も多岐に渡り、配属初日には何
をどこから見てよいやらさっぱりわからない書類が山積みされておりました。しかし、市町村課の皆様の心強いサ
ポートを受けながら、一連の業務をこなしていくことができました。
　その後も、各市町村が交付金をどのように利活用しているのか、どのようなスタンスで「まちづくり」をしてい
るのかなど、様々な業務を通じて、地域振興の観点から大いに勉強になりました。
　また、同じ市町村研修生とも、時には同じ悩みを共有し様々な研修を通して交流を深めることができました。こ
の経験は研修期間が終了しても、私にとって貴重な財産となります。
　最後になりますが、貴重な機会を与えてくださった南アルプス市役所の皆様、また日頃からお世話になっている
市町村課の皆様に感謝申し上げます。残された少ない研修期間を、より一層精進して参りますので、宜しくお願
いいたします。

　平成 29 年 4 月より、中央市から市町村研修生として総務部市町村課にお世話になっております。
　早いものでもう1年が経とうとしていますが、4月当初は業務内容や仕事の進め方等、様々な部分において市
で経験したものとは異なり、1年間を全うできるのか、不安な毎日でしたが、まわりの皆様に助けられ何とかここ
まで来ることができたと感じています。
　私は財政担当として、市町村や一部事務組合の予算・決算の調査及び分析や、地方債の業務に関することを
主として行っています。財政経験のない私はすべてが一からの勉強となりはじめは四苦八苦の連続でしたが、ま
わりの方のサポートもありなんとか今日に至ることができました。
　県という今までとは違った立場で仕事をすることにより、他市町村の状況を知ることができ、仕事に対する視野
が広がったように感じています。また、県や国の役割と市町村の役割の違いを再認識することができ、市町村と
はどうあるべきなのかを多く考えさせられる1年でした。
　この 1年を単なる経験で終わらせることのないように、今後より切磋琢磨し精進を重ねていきたいです。
　最後になりましたが、要領の悪い私の照会等にも、迅速・丁寧にご対応していただいた各市町村・一部事務組
合ご担当者の皆様、温かくご指導くださる市町村課の皆様、同じ悩みや苦労を共有し1 年間共に過ごした市町
村研修生の皆さん、今回の機会を与えてくださった中央市の皆様、いつも私を支えてくれる家族に心より感謝申
し上げます。
　ありがとうございました。

　時が経つのは早いもので、平成 29 年 4 月より身延町から市町村研修生として中部横断自動車道推進事務所
にお世話になり一年が経とうとしています。
　私は、ここで工務担当として道路整備や管理に関わる業務をさせて頂いております。配属当初は、業務の流れ、
システム等すべてが違う職場環境に不安と戸惑いを感じましたが、周囲の方々からの温かいご指導とサポートを
いただき、何とか今日に至っています。
　ここでの業務は、町の事業では経験できないことばかりで、県という広い視点で業務を行えることはとても貴
重で、その経験全てが私の成長に繋がると感じています。
　また業務以外においても、県職員スポーツ大会に、中部横断自動車道推進事務所の一員として参加させてもら
うなど、職場環境に少しでも早く馴染めるようにいろいろ配慮していただきました。おかげで新しい環境にも慣れ
ることができ、業務のしやすい環境を整えてくれたことにとても感謝しています。限られた期間での出向となりま
すが、私が研修職員として配属された意味を常に考えながら、一日一日を大切にしていきたいと考えています。
　最後になりますが、このような貴重な機会を与えてくださいました身延町役場の皆様、また日頃からお世話になっ
ている中部横断自動車道推進事務所の皆様に心から感謝申し上げます。また今後ともご指導のほど、よろしくお
願いいたします。
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林業振興課
木材資源活用担当　
浅川 公則
（北杜市）

富士・東部建設事務所
道路課
石井 俊博
（大月市）

市町村課
税政担当　
望月 利人
（韮崎市）

　平成29年 4月より、北杜市から交流派遣職員として森林環境部林業振興課でお世話になっております。
　配属された当初は、業務の中で飛び交う専門用語に四苦八苦し、自分自身の基礎知識の無さを痛感し、慣れな
い県庁のシステムや環境の変化に戸惑いを感じていましたが、周囲の方々からの温かいご指導とサポートに支え
られ、なんとか今日に至っています。
　私は現在、木材資源活用担当として木質バイオマスの利活用を主な業務としています。配属当初は「木質バイ
オマス」という言葉は聞いたことがあっても、よく分かっていないものでした。
　日々の業務を行っていく中で、研修や先進地視察など、山梨県内の木質バイオマス利活用の取組みを行ってい
る協議会の方々からのお話しを聞いて、少しずつですが分かってきたような気がします。
　私の地元である北杜市では、森林資源も多く、間伐等は行っているものの、木質バイオマスとして利活用する
取組みはあまり進んでいるとは言えませんが、私がこの担当へ派遣されたことによって、今後、北杜市が木質バ
イオマス利活用の取組みを進めていくという現れだと思い、日々業務を行っています。
　市役所に戻る時には、県庁内や他市町村での人脈が自分の財産となり、出向の経験が活かせるよう一日一日を
大切にしていきたいと考えております。
　最後になりますが、山梨県へ出向する機会を与えて頂いた北杜市の皆様、温かく迎えて頂いた林業振興課及び
関係機関の県職員の皆様方へ心より感謝を申し上げるとともに、今後もご指導のほどよろしくお願いいたします。

　平成29年４月より大月市から派遣職員として富士・東部建設事務所道路課北部道路担当に配属となり、早く
も１年が経とうとしています。
　配属された当初、事務処理の進め方やシステムの違いなど職場環境の違いに戸惑いを感じ、大きな不安と緊張
がありましたが、周囲のみなさまのご指導、ご助言をいただき、少しずつ慣れていくことができました。まだま
だ、至らない部分が多くありますが、みなさまに支えられ今日まで過ごすことができました。
　私は国・県道の道路整備事業の設計・発注・監督業務を行っており、担当している地域は、小菅村、丹波山村、
大月市です。地元である大月市内の事業に携わることや、市ではなかなか経験することがない規模の大きい工事
や設計に携わることで、やりがいと責任を感じながら日々奮闘しております。また、昨年８月の台風５号の豪雨
により、大月市のシンボルでもある岩殿山を中心に道路が被災し、その災害復旧事業における災害査定の受検や
12月の道路局会計検査の受検など貴重な経験をすることもできました。
　この派遣で得た知識や経験を大月市に戻った際に存分に活かしていけるように、今後も業務に取り組んでいき
たいと考えています。
　最後になりますが、富士・東部建設事務所道路課のみなさまには大変お世話になっております。感謝申し上げます
と共に、今後ともよろしくお願いいたします。

　平成 29年 4月より韮崎市から市町村課税政担当で研修生としてお世話になっております。
　私は主に固定資産税の償却資産、軽自動車税、たばこ税を担当しております。
　早いもので研修期間も残すところあと2か月ほどとなりました。
　思い返すと、4月当初すぐに減収補てんの検収業務を担当し、知識の無さや制度の複雑さから苦戦する日々が
続きましたが、過去の担当者の方々が残してくれた資料などを頼りに何とかとりまとめ、総務省へ提出することが
できました。
　その後、固定資産概要調書の検収や課税状況調の検収を行い、普通交付税の基礎数値算定業務や特別交付税
基礎数値算定業務にも携わらせていただくなかで、県としての視点・考え方や業務の進め方を学ばせていただきま
した。
　9月の末からは交付税検査の業務に従事し、普段なかなか行く機会のない市町村を訪ねることもできました。
　また、今年度は衆議院議員総選挙が行われ、県の選管として選挙事務に携わることができたことも貴重な経験
になりました。
　この研修期間で勉強させていただいたことや一緒に仕事をした山梨県庁の皆様や研修生の仲間との絆は自分に
とって大きな財産となりました。
　今後はこの研修で学んだことを生かし、韮崎市にはもちろんのこと山梨県にも貢献できるように業務に励んでい
きたいと思っております。
　最後に、日ごろからお世話になっている市町村課の皆様と各種調査等の照会に迅速にご対応いただいている各
市町村のご担当者の皆様、研修の機会を与えてくださった韮崎市の皆様に感謝申し上げます。
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公益財団法人 山梨県市町村振興協会 〒400-8587 甲府市蓬沢1-15-35 山梨県自治会館内
TEL.055-237-3153　FAX.055-237-5788

URL http://www.ympa.or.jp/
E-mail yamanashi@ympa.or.jp

　公益財団法人山梨県市町村振興協会は、サマージャンボ
宝くじの収益金を財源として、山梨県内 27 市町村の振興と
県民福祉の増進に資することを目的に、昭和 54 年 4 月に設
立され、平成 24 年 4 月に公益財団法人に移行いたしました。
　主な事業としては、市町村の行う災害防止対策事業及び
公共施設等整備事業に対する資金貸付事業や、多種多様に
なってきた行政ニーズに対応するための市町村職員の効果的
な人材育成への支援や情報提供など、市町村の振興を支援
する事業を行っています。
　また、ハロウィンジャンボ宝くじの収益金は、平成 13 年度
の発売以来、全額を市町村に交付し県民の皆様の福祉向上
や地域社会の振興のために役立てられています。    

　宝くじの売上は、全国で平成 17 年度の約 1 兆 1,047 億円をピークに減少傾向にあり、平成 28 年度は
8,452 億円とピーク時と比較して 23.5% 減少しております。
　この傾向は、サマージャンボ及びハロウィンジャンボの売上に関しても同様で、「サマージャンボ宝くじ」は、
本年度までに 5 年連続の減、「ハロウィンジャンボ宝くじ」は、28 年度が 16.3%、本年度も 10.7% 減となっ
たところであり、本県への収益金の交付額も減少しております。

　本協会でも、本宝くじの売上確保に向けて、
各種ＰＲ活動に努めておりますので、各市町村
におかれましても、魅力あるまちづくりのための
貴重な財源である宝くじの販売促進に一層の
ご協力をいただけますようお願いいたします。

市町村振興協会について

宝くじの発売状況について

委  員  長 甲　府　市  総務課主事 今福　康太
  
副委員長 鳴　沢　村  総務課主事 渡邊　勇介

委　　員 大　月　市  企画財政課主事 坂本康次郎
 韮　崎　市  企画財政課主任 藤巻　亮平
 南アルプス市 政策推進課主事 中村　直貴
 上 野 原 市  企画課主査 大神田道成
 身　延　町  政策室主任 望月　　雄
 南　部　町  企画課主任 渡邉　寛明
 西　桂　町  総務課主事 川村　北斗
 山 中 湖 村  企画まちづくり課係長 羽田　明弘
 山　梨　県  市町村課主任 坂本　千史
 山梨県市長会 総務課主査 佐野　正子
 山梨県町村会 振興課主事 武藤　大和

役職名　　　　　    団体名　　　　　　　    補職名　　　　　　　　      氏名　

市町村職員情報誌「やまなし自治の風」編集委員会委員名簿

　今回の特集は、県をはじめ市町村の「東京2020オリンピック・パラリンピック」

を契機に人的・経済的・文化的な相互交流を図る「ホストタウン」や事前合宿の誘

致の取組みについて紹介をいたしましたが、特集をはじめ各コーナー等本号の発

行に当たり、ご多忙中執筆いただいた皆様には、心から感謝を申し上げます。

　今後とも市町村職員にとってよりよい情報誌になるよう内容の充実に努めて参

りますので皆様からご意見等お寄せいただければ幸いです。

編集後記

 Kinichi Mizukoshi 
水越 欣一さん

『ハタオリマチのハタ印』プロジェクトで
織物産業を活性化！

 （ 富士吉田市 産業観光部
    商工振興課長）

　富士山の麓に広がる富士吉田市と西桂町は、1000年以上続く織物産地です。しかしながら昭和50年代以降の
急激な時代の変化は、世界に高品質な製品を供給している高い技術がありながら、涙を飲んで廃業していったハタ
オリマチの職人も数多くいます。このような中、歴史あるハタオリの文化や産業を次の世代に繋ぐため 『ハタオリ
マチのハタ印』プロジェクトに取り組んでいます。
　具体的には、ハタヤだけでなく準備工程の職人にも焦点をあてた織物に関して日本一詳しいHP
（http://hatajirushi.jp/）により、富士吉田・西桂地域が、優れた織物産地であることの認知を高めるとともに、小
さなブランドやデザイナーなどが小ロットでも発注できるサイトの構築を進めています。また、工場を開放して、も
のづくりの現場や作り手の思いを伝えながら、商談や商品を販売するオープンファクトリーは現在11社（今年は新
たに4社開設予定）が開設し、特に県外から多くの方々にお出でいただいています。この動きは新たな観光のコン
テンツとしても有効だと考えています。さらに、ホテルや観光施設など流通事業者を巻き込んだ商品の開発や販路
拡大の取り組みも進めています。
　これらの取り組みと連動し、観光部門と連携する中で、一昨年から毎年秋に「ハタオリマチフェスティバル」を開
催し、全国の織物に関心のある多くの人々が富士吉田に訪れてくれました。
　全国の繊維産地が低迷を続ける中で、富士山の麓から織物を通した新しい可能性を発信していきます。
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宝くじ「幸運の女神」保坂理事長(甲斐市長)表敬訪問

宝くじの発売促進について
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サマージャンボ宝くじ
　発売期間  平成30年7月9日(月) ～ 8月3日(金)
ハロウィンジャンボ宝くじ
　発売期間  平成30年10月1日(月) ～ 10月23日(火)
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